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• 宮城県では、令和７年５月２３日に盛土規制法による規制区域の指定を行います。

• 規制区域指定時にすでに工事中の工事については届出が必要となります。

• 届出対象や届出方法については宮城県のホームページ「区域指定日の前日(令和7年5月22
日)までに工事に着手された方は届出が必要です。」にまとめています。

区域指定日の前日(令和7年5月22日)までに工事に着手された方は届出が必要です。 -宮城
県公式ウェブサイト (pref.miyagi.jp)

届出対象などの確認のほか、
実際の届出もこちらのホーム
ページからオンラインでお願い
いたします。

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kentaku/morido3.html


「規制区域指定時に工事中の工事の届出」の概要について
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事項 内容

届出時期 令和７年５月２３日～令和７年６月１３日

届出方法 宮城県のホームページからオンラインで届出
（本庁建築宅地課）（現在準備中）

届出対象工事 本資料４ページ又はホームページをご確認ください。）

届出書類 ・届出書（様式はホームページからダウンロードが可能です。）
・添付書類（一定の規模を超える場合のみ）（添付書類の内容は、
本資料５ページ又はホームページをご確認ください。）



届出対象工事について（規制区域指定時に工事中のもの）
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・④は斜面における盛土を想定したもので、盛土の下
端から盛土の一番高いところまでの高さで判断します。
そのため、厚さが１０ｃｍ程度の盛土でも対象となる場
合があります。
・⑤は厚さ３０ｃｍを超える盛土・切土をする部分の面
積の合計です。



添付書類について
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図面等
の種類

明示すべき事項 備考

位置図 縮尺、方位、道路及び目標となる地物

地形図 縮尺、方位及び土地の境界線 等高線は、２メートル
の標高差を示すものと
すること

土地の
平面図

盛土・切土 縮尺、方位及び土地の境界線並びに盛土又は切土をする土地の部分、崖、擁
壁、崖面崩壊防止施設、排水施設及び地滑り抑止ぐい又はグラウンドアン
カーその他の土留の位置

植栽、芝張り等の措置
を行う必要がない場合
は、その旨を付するこ
と

一時的な土
石の堆積

縮尺、方位及び土地の境界線並びに勾配が十分の一を超える土地における堆
積した土石の崩壊を防止するための措置を講ずる位置及び当該措置の内容、
空地の位置、柵その他これに類するものを設置する位置、雨水その他の地表
水を有効に排除する措置を講ずる位置及び当該措置の内容並びに堆積した土
石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置を講ずる位置及び当該措置の内容

写真 盛土・切土 盛土または切土をしている土地及びその付近の状況がわかるもの

一時的な土
石の堆積

土石の堆積を行っている土地及びその付近の状況がわかるもの
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規制区域指定時に工事中の工事の届出が不要な工事


